
                            令和 5 年 4 月 1 日作成 

特例退職被保険者についての確認書 

全日本空輸健康保険組合理事長殿 

私は、健康保険特例退職被保険者資格取得申請書ならびに次の事項等の特例退職者の条件

を確認した上で、特例退職被保険者制度の加入手続きを行います。 

令和    年    月    日 

 

                申請者氏名             印  

 

１、保険料について 

特例退職被保険者の健康保険料は、各被保険者の収入金額によって決まるものではなく、 

以下定める方法で決定する標準報酬月額（※令和 5年度 32万円）に保険料率（※令和 5年

度は 79.4/1000）を乗じた額が当年度（4月～翌年 3月）の月額健康保険料となります。 

また、健康保険料および介護保険料（65 歳未満の方は健康保険料と別に市区町村にかわ

り徴収致します）は標準報酬月額に保険料率を乗じて算定され、全額自己負担となります。

※全日本空輸健康保険組合の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行います。 

 

特例退職被保険者の標準報酬月額は、健康保険法附則第 3条第 4項に基づき当組合の規

約で定める、特例退職被保険者以外の全被保険者の前年 9月 30日における標準報酬月額を

平均した額の範囲内において組合会で定めた額となります。 

 

２、資格喪失について 

 被保険者（本人）が次のいずれかに該当したとき、特例退職被保険者制度の資格を喪失

します。 

① 後期高齢者医療の対象となる満 75歳になったとき 

または 65歳以上で市区町村（広域連合）より一定以上の障がいがあると認定を受け

た場合で、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用を選択したとき  

② 就職したとき  

③ 保険料を滞納したとき  

④ 海外居住したとき（日本国内の住民票を除票された場合に限ります）  

⑤ 生活保護を受給したとき  

⑥ 被用者保険（国民健康保険以外）の被扶養者となったとき  

⑦ 死亡したとき  

⑧ 被保険者本人が資格喪失を希望し、当健康保険組合に申し出たとき 

（注）本人の資格喪失により、被扶養者の資格もなくなります。 
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